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厚生労働省発食安第1017002号  

平成 2 0 年10 月17 日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   

厚生労働大臣 舛添 要  

諮  問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第10条及び第11条第1項の規定に基  

づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

1．2一メチルピラジンの添加物としての指定の可否について  

2．2一メチルピラジンの添加物としての使用基準及び成分規格の設定について   
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二：・十←ニー三  

2－メチルピラジンの食品添加物の指定に関する部会報告書（案）  

1．品目名：2・メチルピラジン  

2・Methylpyrazine、Methylpyrazine  

〔CAS番号：109－08－0〕  

2．構造式、分子式及び分子量   

構造式二   

〔㌢   

分子式及び分子量：  

C5H6N2 94．11  

3．用途   

香料  

4．概要及び諸外国での使用状況   

2－メチルピラジンは、ナッツあるいはココア様の香気を有し、アスパラガス、生落   

花生等、食品中に天然に存在し、また牛肉、エビ、ポテト等の加熱調理およびコーヒ   

ー、カカオ等の倍煎により生成する成分である。欧米では、焼き菓子、アイスクリー   

ム、清涼飲料、肉製品など様々な加工食品において香りを再現し、風味を向上させる   

ために添加されている。  

5．食品安全委員会における評議結果   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平   

成20年5月22日付け厚生労働省発食安第0522007号により食品安全委員会あて意見   

を求めた2－メチルピラジンに係る食品健康影響評価については、平成20年9月29   

日に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、以下の評価結果（案）が平成20   

年10月16日付けで公表されている。  

評価結果：2－メチルピラジンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念が  

ないと考えられる。  
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6．摂取量の推計   

上記の食品安全委員会の評価結果によると次のとおりである。   

本物質の香料としての年間使用量の全量を人口の10％が消費していると仮定する  

JECFAのPCTT（PerCapitaintakeTimesTbn）法による1995年の米国及び欧州   

における一人一日当たりの推定摂取量は、それぞれ7トg、20けgとなる。正確には認   

可後の追跡調査による確認が必要と考えられるが、既に認可されている香料物質のわ   

が国と欧米の推定摂取量が同程度であるとの情報があることから、わが国での本物質   

の推定摂取量は、おおよそ7膵から20順の範囲になると推定される。なお、米国で   

は食品中にもともと存在する成分としての本物質の摂取量は、意図的に添加された本   

物質の約2，300倍であると報告されている。  

7．新規指定について   

2－メチルピラジンを食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定すること   

は差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり使用基準   

と成分規格を定めることが適当である。  

（使用基準案）   

香料として使用される場合に限定して食品健康影響評価が行われたことから、使用  

基準は「着香の目的以外に使用してはならない。」とすることが適当である。  

（成分規格案）   

成分規格を別紙1のとおり設定することが適当である。（設定根拠は別紙2、JECFA  

規格等との対比表は別紙3のとおり。）   



（別紙1）  

2－メチルピラジン（案）  

2－Methylpyrazine  

〔二JCH3  

分子量 94．11  C5H6N2  

2－Methylpyrazine［109・08－0］  

含  量 本品は，2－メチルピラジン（C5H6N2）98．0％以上を含む。  

性  状 本品は，無～淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。  

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照   

スペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。  

純度試験（1）屈折率 n習＝1．501～1．509  

（2）比重 d…；＝1，007～1．033  

定量法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件（2）により   

定量する。  
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参照赤外吸収スペクトル  

メチルピラジン  

の   



（別紙2）  

2－メチルピラジンに係る成分規格等の設定根拠  

化学名   

JECFAでは、化学名をMethylpyrazineとしているが、本規格案では、IUf且C命名法   

により、2pMethylpyrazineとした。  

分子量   

JECFAやFCCでは、94．12としているが、原子量表（2007）に基づいて計算すると  

12．0107×5＋1．00794×6＋14．0067×2＝94．11454 となるため分子量は94．11とした。な   

お、過去の原子量表（例：1991年版）に基づいて計算すると、12．011×5＋1．00794×  

6＋14．00674×2＝94．11612≒94．12となり、JECFAやFCCでは、過去の原子量表に基づ   

いた分子量を設定していると考えられる。  

含量   

JECFAは「98％以上」、FCCは「99．0％以上」を規格値としている。本規格案では、国   

際整合性を考慮してJECm規格と同水準の規格値とするが、他の添加物の規格値との整  

合性を考慮して小数点下一桁までを有効数字とし「98．0％以上」とした。  

性状   

JECfA、FCCともに「ナッツないしココア様のにおいを有する無色から淡黄色の液体」   

を規格としている。   

本品は特有の香気を持つが、香気は人により必ずしも同一に感ずるとは限らないことか   

ら、本規格案では「無～淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。」とした。  

確認試験   

JECFA、FCC、いずれも確認試験にIR法を採用していることから本規格でもIR法を   

採用した。  

純度試験   

（1）屈折率JECFAは「1．501～1．509（20℃）」、FCCは「1．504～1．506（20℃）」と  

している。本規格案では国際整合性を考慮してJECFAが規格値としている「1．501  

～1．509（20℃）」を採用した。   

（2）比重JECFAは「1．007～1．033（25℃）」、FCCは「1．010～1．030（25℃）」とし  

ている。本規格案では国際整合性を考慮してJECFAが規格値としている「1．007  

～1．033（25℃）」を採用した。  

定量法   

JECFA、FCCともにGC法により含量測定を行っている。また、香料業界及び香料を  

利用する食品加工メーカーにおいてもGC装置が広く普及しており、測定機器を含めた測  

定環境に実務上問題は無いことから本規格案でもGC法を採用することとした。  
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2－メチルピラジンは、沸点が150℃未満（137℃）のため、香料試験法の9．香料のガスク  

ロマトグラフィーの面積百分率法の換作条件（2）により定量する。  

JECEA、FCCでは設定されているが、本規格では採用しなかった項目  

溶解性及びエタノールへの溶解性  

JECFAでは「水、油に溶ける」、FCCでは、「水、アルコール、アセトン、多くの不   

挿発性油と混和する」としている。また「エタノールへの溶解性」としてJECfAでは   

「室温で混和する」としている。しかしながら、本規格案ではIRによる確認試験を規定   

しており、「溶解性」の必要性は低いため、溶解性及びエタノールへの溶角糾生は採用しな   

いこととした。  

沸点   

JECFA、FCC、いずれの規格においても沸点は「137℃」とされている。  

一般に、香料化合物は、加熱分解臭をつけないように精密蒸留による一定の範囲の留   

分を得たものであり、その品質管理はGC法により十分担保される。したがって、沸′点   

は必ずしも香料化合物の品質規格管理項目として重要ではないと考えられることから、   

本規格案では沸点に係る規格を採用しないこととした。  

水分  

FCCには水分含量（0．5％以下）の規定があるが、JECFAには規格項目が無い。本品   

は蒸留精製され製造過程で生じる水は十分除去されていること、また水分含量は必ずしも  

香料化合物の品質規格管理項目として重要ではないと考えられることから、本規格案では  

「水分」に係る規格を設定しないこととした。  
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（別紙3）  

香料「2－メチルピラジン」の規格対比表  

規格案   JECFA   FCC   

A＿∈箋．  
己ヨ里   98．0％以上   98％以上   99．0％以上   

本品は，無～淡黄色の透  colourlesstosLightlyye‖ow  colorlesstosIightlyyelrow  
性状  明な液体で，特有のにお  iquidwithanutty，COCOa－  iquid．  

いがある。   likeodour   OdorNutty，COCOa   

確認試験   IR法（参照スペクトル法）  lR法（参照スペクトル法）  IR法（参照スペクトル法）   

屈折率   1．501～1．509（200c）   1．501～1．509（200c）   1．504～1．506（200c）   

比重   1．007～1．033（250c）   1．007～1．033（250c）   1．010～1．030（250c〉  

溶解性   （設定せず）   
Miscibleinwater，alcohol，  

solubleinwaterandoils  
acetone．mostflxedoi［s   

エタノールへの溶解   （設定せず）   miscibleatroomtemperat：ure  

沸点   （設定せず）   1370c   ～1370c   

水分   （設定せず）  
0．5％以下  

（カールフィッシャー）   

定量法   GC（2）   GC   GC（極性カラム）   
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（参考）   111tenSity  

275000  

2－Methylp叩血鵬GC測定条件  

200000  

水素炎イオン化検出券   

・内径：  

カラム温よ：   

・初期汎度  

・到達温度  
注入口温度：  

検出草温度：  

0．25Ⅱlm  
50mケイ酸がラ碑ヤヒラリー  

ポリエチレンダ，コール（極性カラム）  
0．25〝m  

50℃  

5分 5℃／分  

2ユ○℃  

250℃  

3009C: 
スアワグト比：  l00：l  
キャリヤーがス：   へ押ム  

－25000  

0  

m  



（参考）  

これまでの経緯  

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに添  

加物の指定に係る食品健康影響評価について依頼   

第240回食品安全委員会（依頼事項説明）   

第62回食品安全委員会添加物専門調査会   

第258回食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会における国民からの意見聴取   

薬事・食品衛生審議会へ諮問   

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会  

平成20年5月26日  

平成20年5月29日   

平成20年9月29日   

平成20年10月16日  

～平成20年11月14日   

平成20年10月17日   

平成20年10月22日  

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会（平成20年10月現在）   

［委員］  

氏  名   所  属   

石田 裕美   女子栄養大学教授   

井手 速雄   東邦大学薬学部教寸受   

井部 明広   東京都健康安全研究センター   

北田 善三   畿央大学健康科学部教授   

佐藤 恭子   国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第一室長   

棚元 憲一一   国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長   

長尾 美奈子※  慶庵義塾大学薬学部客員教授   

堀江 正一一   埼玉県衛生研究所水・食品担当部長   

米谷 民雄   静岡県立大学食品栄養科学部客員教授   

山内 明子   日本生活協同組合連合会組織推 進本部 本部長   

山川 隆   東京大学大学院農学生命科学研究科准教授   

山添 康   東北大学大学院薬学研究科教授   

吉池 信男   青森県立保健大学健康科学部栄養学科長 公衆栄養学教授   

由田 克士   独立行政法人国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム国民  

健康・栄養調査プロジェクトリーダー   
※部会長  
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匪垂亘≡司  

（案）  

添加物評価書  

2－メチルピラジン  

2008年10月  

食品安全委員会添加物専門調査会  
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目次  

頁   

○審議の経緯  

○食品安全委員会委員名簿  

○食品安全委員会添加物専門調査会専門委員名簿  

○要 約  

Ⅰ．評価対象品目の概要  

1．用途  

2．化学名  

3．分子式  

4．分子量  

5．構造式  

6．評価要請の経緯  

Ⅱ．安全性に係る知見の概要  

1．反復投与毒性  

2．発がん性  

3．遺伝毒性  

4．その他  

5．摂取量の推定  

6．安全マージンの算出  

7．構造クラスに基づく評価  

8．JECFAにおける評価  

9．食品健康影響評価  

＜別紙：香料構造クラス分類（2－メチルピラジン）＞  

＜参照＞  



＜審議の経緯＞  

2008年5月26日  厚生労働大臣から添加物の指定に係る食品健康影響評価につ  

いて要請（厚生労働省発食安第0522007号）、関係書類の接  
受  

第240回食品安全委員会（要請事項説明）  

第62回添加物専門調査会  

第258回食品安全委員会（報告）  

2008年5月29日  

2008年9月29日  

2008年10月16日  

＜食品安全委員会委員名簿＞  

見上 彪（委員長）  

小泉 直子（委員長代理）  

長尾 拓  

野村 一正  

畑江 敬子  

廣瀬 雅雄  

本間 清一  

＜食品安全委員会添加物専門調査会専門委員名簿＞  

福島 昭治（座  長）  

山添 康 （座長代理）  

石塚 真由美  

井上 和秀  

今井田 克己  

梅村 隆志  

江馬 眞  

久保田 紀久枝  

頭金 正博  

中江 大  

中島 恵美  

林  真  

三森 国敏  

吉池 信男   

〈参考人〉  

森田  明美  
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要 約   

食品の香料に使用される添加物「2・メチルピラジン」（CAS番号：109・08・0）に  

ついて、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、反復投与毒性及び遺伝毒性である。   

本物質には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段  

問題となる毒性はないと考えられる。また、本調査会として、国際的に汎用されて  

いる香料の我が国における安全性評価法により、クラスⅡに分類され、安全マージ  

ン（10，000～29，000）は90日間反復投与毒性試験の適切な安全マージンとされる  

1，000を上回り、かつ想定される推定摂取量（7～20膵／人／日）が構造クラスⅡの摂  

取許容値（540膵／人／日）を下回ることを確認した。   

2・メチルピラジンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと  

考えられる。  
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Ⅰ．評価対象品目の概要  

1．用途   

香料  

2．化学名（参照1、2）   

和名：2－メチルピラジン   

英名：2－Methylpyrazine、Methylpyrazine   

CAS番号：109－08－0  

3．分子式（参照2）   

C5H6N2  

4．分子量（参照2）   

94．11  

5．構造式（参照2）  

ニニ／′’  

6．評価要請の経緯   

2－メチルピラジンは、アスパラガス、生落花生、緑茶等の食品中に天然に存在  

するほか牛肉、豚肉、エビ、じやがいも等の加熱調理、及びコーヒー、カカオ等  

の倍煎により生成する成分である（参照1）。欧米では、焼き菓子、アイスクリー  

ム、清涼飲料、肉製品等の様々な加工食品において香りを再現し、風味を向上さ  

せるために添加されている（参照2）。   

厚生労働省は、2002年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承  

事項に従い、①FAO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）で国際的に安全  

性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及び欧  

州連合（EU）諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考え  

られる食品添加物については、企業等からの指定要請を待つことなく、国が主体  

的に指定に向けた検討を開始する方針を示している。 今般香料の成分として、2－  

メチルピラジンについて評価資料がまとまったことから、食品安全基本法に基づ  

き、食品健康影響評価が食品安全委員会に依頼されたものである。   

なお、香料については厚生労働省が示していた「食品添加物の指定及び使用基  

準改正に関する指針」には基づかず、「国際的に汎用されている香料の安全性評価  

の方法について」に基づき資料の整理が行われている。（参照3）  

4  
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Ⅱ．安全性に係る知見の概要  

1．反復投与毒性   

雌雄の5適齢のSDラット（各群各10匹）への強制経口投与による雄90日間、   

雌91日間の反復投与毒性試験（0、0．4、4、40mg／kg体重／日）では、雄の40mg／kg   

体重／目投与群の腎皮質の近位尿細管における好酸性小体の発生程度が対照群に   

比べて有意に強く、雌の40mg／kg体重／日投与群のプロトロンビン時間が対照群   

に比べて有意に延長した。この結果より、NOAELは4mg／kg体重／日と算出され   

た。（参照4）  

2．．発がん性   

発がん性試験は行われておらず、国際機関（InternationalAgencyforResearch  

oncancer（IARC）、EuropeanChemicalsBureau（ECB）、U．S．Environmental  

ProtectionAgency（EPA）、NationalToxicologyProgram（NTP））による発が  

ん性評価も行われていない。  

3．遺伝毒性   

遺伝毒性試験のうち、安全性評価に採用できると考えられる試験を以下にまと  

めた。   

細菌（5b血∽e放りpム血u乃■∽刀TA98、TAlOO、mlO2）を用いた復帰突然変  

異試験（最高濃度1mmol／plate（94．1mg／plate））では、代謝活性化の有無に関  

わらず陰性であった。（参照5）   

雄の9週齢のICRマウス（各群5匹）を用いてGLP下で行われた1h Tq’l昭骨  

髄小核試験（最高用量1，000mg／kg体重／日×2、強制経口投与）では、陰性であ  

った。（参照6）   

以上の結果から、本物質には生体にとって問題となる遺伝毒性はないものと考  

えられた。  

4．その他  

内分泌かく乱性及び生殖発生毒性に関する試験は行われていない。  

5．摂取量の推定   

本物質の香料としての年間使用量の全量を人口の10％が消費していると仮定  

するJECFAのPCTT（PerCapitaintakeTimesTen）法による1995年の米国  

及び欧州における一人一日当たりの推定摂取量は、それぞれ7、20膵である（参  

照7）。正確には認可後の追跡調査による確認が必要と考えられるが、既に許可さ  

れている香料物質の我が国と欧米の推定摂取量が同程度との情報があることから  

（参照8）、我が国での本物質の推定摂取量は、おおよそ7匹gから20膵の範囲  

になると推定される。なお、米国では食品中にもともと存在する成分としての本  

5  
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物質の摂取量は、意図的に添加された本物質の約2，300倍であると報告されてい  

る。（参照7、9）  

6．安全マージンの算出   

90日間反復投与毒性試験のNOAEL4mg／kg体重／日と、想定される推定摂取  

量（7～20帽／人／日）を日本人平均体重（50kg）で割ることで算出される推定摂  

取量（0．00014～0．0004mg／kg体重／日）と比較し、安全マージン10，000～29，000  

が得られる。  

7，構造クラスに基づく評価   

本物質は構造クラスⅢに分類される。ピラジン誘導体に分類される食品成分で  

あり、ピラジン環の2位に置換しているメチル基が酸化されてピラジンカルポン  

酸を生成し、排i世されるが、一部はその後グリシン抱合体に変換されて排泄され  

る。本物質及びその推定代謝産物は生体成分ではないが、雄のWistarラットヘ  

の100mg／kg体重の投与で24時間以内にそのほとんどが代謝されて排泄される。  

（参照3、7、10、11）  

8．JECFAにおける評価  

JECFAでは、2001年にピラジン誘導体のグループとして評価され、想定され  

る推定摂取量（7～20帽／人／目）は、クラスⅡの摂取許容値（540膵／人／日）を下  

回るため、．香料としての安全性の問題はないとされている。（参照7）  

9．食品健康影響評価   

本物質には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特  

段問題となる毒性はないと考えられる。また、本調査会として、国際的に汎用さ  

れている香料の我が国における安全性評価法（参照3）により、クラスⅢに分類  

され、安全マージン（10，000～29，000）は90日間反復投与毒性試験の適切な安  

全マージンとされる1，000を上回り、かつ想定される推定摂取量（7～20甚g／人／  

目）が楕造クラスⅡの摂取許容値（540甚g／人／目）を下回ることを確認した。   

2－メチルピラジンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がない  

と考えられる。  

19   



香料構造クラス分類（2－メチルピラジン）  
YES：→，NO：…＝サ  

S‾rART  

聯椚開ユ．」；      ′   

馴ヰい＝町虻笹てリフ、トざ札なカ＼てγ＝爪こ」以下の何れこ七、てあそ寸  
】aこ訂ひ㍗いに≡rdロニーa「噂「け11  
」  
＝目測亡L了）：′L、‡とヌオ塩」屡  

わr〔〉r‾う已、eSL心■L己「∴3te〔〕JS・．ノjp「1岩1e  

5．単純に分岐した、非環状脂  

肪族炭化水素か炭水化物か  
ーー11・†〕  

8．la血1eかc  7．he飴「oc  Clicdie虚erで  

「仙‾一‾‾‾‾‘‾一‘■‾‾‾～‾㈹‘▲■““▲■’’－■血じ血‾′▲‘－  

巨っ 宝達ニ7▼）  克 也（フ〕ヨ1■‾二1㍑台1ノていろ1ヒ、′＝ワ  

志ぢ責汀イ㌦イ∴不琵右＝虻√「む丁ノ＼  

∃・：・ニ↑  L r  

6．ベンゼン環の以下の置換構造物葺か  

a．炭化水素またはその1一舟ydro町0r  

hydroxyester体 かつ  
b．一つ又は複数のdkp叩基があり、こ  

のうち一つはaの炭化水素のパラ位  

ニーし亡「、巳 ′し＝－しヨし    二‥  

己d巳－Lリ〔＝     ▼〕二 こ⊇．‾：′」′ノ、∪頼′  

通〔二〉1〔爪コ亡「≡e、卦二  
‾モr⊥1′・・●‘二▼こ 

．′、．，、．  l 」こエ」√∴∵  

′ lふ弧！↓炭素王芸  
＼シ  Q20   〔コ23  

L 

17  通〔二〉1〔草コ亡「≡e、卦二こ〉卜1・〕：  

（・け巨壷 文月－Cヨ‥ニ、．、′⊂ 責ニ・コ  

‥‥‾  に？「’に毎水分解さ礼るプ≡．’   ‾‾‾‾…  

－｝ てj  のhe短「  

9叩巳rlChaけ1た、  

11．いかなる環における  

hetero原子を無視して、複素  

環は以下の置換基以外の置換  

基をもつか  

単純な炭化水素（架橋及び単  

環叫Oral吋を含む）、d吋l  
尋COhoI、aldehyde、aCetaJ、  
ketone、ketaしacjd、eSter（ラ  

クトン以外のエステル）、  

mercaptan、Sulphide、mehyl  
e仇ers、水酸基、これらの置換  

基以外の置換基をもたない単  
一の環（hdero又はa吋）  

「‥－‖＝  

ト≡こl⊥ての何れかてタ、′・、  次のい・れか帝嘗㌍ふ√含有丁藁  

出勤しに分岐しナニ脂R罰責付合物か  壷ヨ  
［  

〇‥く己tし：【己 元、っ±i婁 フ声二㈲リ．ノ、ノニF諷に  

毒 蛇烏・，膿汁、だtヨナい拉精  

巨宕裾明掻ことトけけ【－ノけそGつ  

⊇ 3加卜1（〕i2∈′ゴe卜＼ノ′d巳 Carb〔叫／龍三藍J仁  

e5t∈・rhが4つ以下  

b 以下の官能基が－－一つ以．上し－－ノソ ノ －－‾／「・－‡－√－、   

ヨCe†a座し（二」「・e ’、－▲ Lぐelヨ†r「‾1・だ「C≡1Pt針  

∴‥r「常昆㌻：〔一∈Sてモーノ 宴二ゝい（二日ノど己【‾letrlく∠  

エステルが撞緩  

二乙川訃一コ「こコトニ5‡！；ニヨLel、∂いぐ∈丁こ】ヌ〔弓∴二ち1烈  
咄ケ  

言∴’‾－1三  

二づ ≡パパ rrrFrて■：；雲ー一〉てヨナー ヨ＝＼′】誓しノLjトト（〕已  

省一（、∈′F†er三抽パ己r’∩厄  

・：二又は3ト訂冊㌍ ‖‾丁‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‥－  

＝1汀≧e廿1〔）ゝJ、・′ を除く  †′r以上爪  ヒ 岩しーし：ヒミF「r’rl巳t‡「…フト．己l‡「∴ィ、rヨ．ナシ）］二た「al l   

f㌻爪庸二〔「－1一ゝモ㌣、こC阜・‘■LC二三Clrづ  

じ；）こ鳶「二再訂〔こ（こ〃1D0し」r、ミコ  

「一 身つ再r／指 舅′六 ち嘉 穂tnrle L～己1⊇≡  

ミ〉！   

占  
竜  

異なる巨能よを含む二・＼  

‾‥－h‾∴－…－  

Ⅲ  

ダ巨船か血＝碑を郎建とし い二㍑」二  

【  t 告買妄言・、亡1：二碁ル∴すれか二つ糾仁一≒≒ … 
至 

‥ ‥一‥－‥・：：・‥・・                 ・lン  

と  

、ンβ  い二  

3 芳香族化合物か  
jijl I 

〆  
、こノ      こ．＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．＿＿＿＿．鵬＿L＿＿．  

・二  ．′′′し二…叩「√＝・】：こ己・一1己〔ユ′こ宜‡⊃し亡てよrlピ ノニ  

そ の 三乗 導 体 を 保／  

㌻ヾrl・）11ニJC三封七亡二W二祀 化合軒亡置換さ  

れてい㌔二し＼小試し－は以下の置換二ご  

【－1つ含むJ’、宝丁二L調旨桔落首声、三石 り一†，し＿  

祷′二ーチノ 3加「「′′）㌢責にゴ町′（二く己 ノj」′、⊥号直  

く∈t（侶た、己こ－こ〕eち†〔こ†ヌはトj之ト、r＼こユ  

ご＝bトーニ・り1⊃」L ち・伽訓γ己†已 ニ〔、、パけ  

己C亡i3トニ「ト巳†呂し  

．∴、、昔れ7■，、∴、   し㌻＼／i【   ノ、′J、  

ニリ．へし7二以声し倍能基を一舎弟（二J   

て芸」ノi’Kデュー（－ノーr七 ′′了1芸妄言意／▼ r与］才‾三二っ 勺  

〉ゝい▲じ∴′しぎ〔ajjくこ∋】1こ′「、Le7コLLヒさ＿イ（▼し上巻物  
‾一－‾■‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾I‥－血‾ll‾‾■、‾■‾‾  

言「  

V  叫1イ■■▲岬‾’■脚“岬 

〔▲1－】rコan亡 1  

‡／ぱF】換だ。を  以下Ⅴ工∵卜し  

1「12、一ト  7l←⊥ i桝レ「ん】」、、ト  
■■   ■■         ■      ■■                      ■■    ■           ■    ‾     ■ ■ ■■      －    ■  ‾   

■■▲‾H′▼肌■‾‾L【rM‾  「  
一ノ1最上、7）芳蔓  フR  

吾族環を持つ  
‾ ■    ■ l ‾  ‾ ■  、‾     － ■、 ■ ■   ■■                ■  －■   l  ■‾■   、■ － ■    ■■  

∴i■  

：導 711］雄分梅を  

単三芸式韻墓とち－、  

．r〕‡芋打h＼「コ「しり  し－、⊇三石嵐；声」つ  

か丑いは以下・‾ニく‾己；こ一－ノh ノ ノ滝】．＝  

クルー】フ以外ノ〕‡札⊥をゼ‾J  

す㌔才‾－ら葦1L井貫ち′三trコ 岩rr、〔車d  

L、巳1c†1だ dFし三∈rl、，／コピ こ己「ヒ 〉＼仁 蜃舅ご】こぅt声「ノ：ノ  

一っ：J′穴〕責票′、J仔と以ト（差何十i  

′ノ、・兵＝宇1二㌫ノ1草つ′丁  

ヨ1雪い告 L∴二 井芳怒張  

〔aヒ（一ン隼＝「冊ヨ  

巨 岩溝凄膏萎せ豆ノト攣蛙  

⊂ 芳書績‡芸ま上は指i首謀徴  

税に直ル晶拷か′ren∈「」等 」二 

・・  l∴∴｛ニー 

し二）2芦   

1 く／、ノ′   

．プ′へト丁二； ／ごrl   

已引亡rlノノ封鳥ぺ  

ヽl1 －‾ －‾ヽ ■‥  －… ヽ －   

＝＝諺 rlて誓   
・ヌ単純esてだ「が加水力∴妄さ  

れるとき 芳書韓以キ什ゴ  

Q19  

l         ・′⊥′′ノ、＝′／′Fいユ貰置  

／－ J、・′  

20  



＜参照＞  

1TNOVolatile compoundsinfood．Ed．By L．M．Nijssenet．al．7th．ed．Indexof   

compounds．TNONutritionandFoodResearchInstitute．Zeist（1996）   

2 RIFM－FEMA Database，（Accessedin2005），MaterialInformation on   
2－Methylpyrazine（非公表）  

3 香料安全性評価法検討会．国際的に汎用されている香料の安全性評価の方法に  
ついて・〔最終報告・再訂正版）（2003）   

■4 メチルピラジンのラットにおける90 日間反復経口投与毒性試験（財）食品薬   

品安全センター 秦野研究所（厚生労働省委託試験）（2005）   

5 Aeschbacher，U．W，et，al．Contribution ofcoff6e aroma constituents tothe   

mutagenicityofcoffbe，Fd．Chem．Toxicol．（1989）27（4）：227－232  

6 メチルピラジンのマウスを用いる小核試験（財）食品薬品安全センター 秦野   

研究所（厚生労働省委託試験）（2005）   

7 WHOFoodAdditivesSeries48．SafetyEvaluationofCertainFoodAdditives   
andContaminants，PyrazineDerivatives（Reportof57thJECFAmeeting）  

参考；http：／／www．inchem．org／documents／jecfa／jecmono／v48je12．htm  

8 平成14年度厚生労働科学研究報告書「日本における食品香料化合物の使用量実  

態調査」 日本香料工業会   

9 AdamsT．B．，J．Doull，VJ．Feron，］．Ⅰ．Goodman，L．J．Marnett，Ⅰ．C．Munro，  
P．M．et al．The FEMAGRAS assessment ofpyrazine derivatives used as  

flavoringredients．Fd．Chem．Toxicol．（2002）40：429・451  

10Hawksworth，G．et．al．Metabolisminthe rat ofsomepyrazine derivatives  

havingflavourimportanceinfbods．Xenobiotica，（1975）5（7）：389－399  

11アルキルピラジン類の構造クラス（要請者作成資料）  

21   




